
 

  

 

 

 

関西電力の安全対策強化の取り組み 
 

The measure for safety-measures strengthening in the Kansai Electric Power 

 

関西電力株式会社 上山 逸平 Ippei UEYAMA 

 

The Kansai Electric Power Company has been carrying out continuously activity for the 

improvement in safety of nuclear power plants after the TEPCO Fukushima Daiichi NPP 

accident. We thought that the main causes of having resulted in the severe accident were 

based on the long time SBO and the LUHS accompanying flood, and installed the 

alternate mobile power source and the alternative injection pumps while implementing the 

measure against waterproofing as the first safety measures. 

Now, we are also implementing continuously the further measure against reliability 

improvement based on the new regulatory safety-standards, and also introduce them. 
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１．緒言 

2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に発生した東

日本大震災に起因して、東京電力福島第一原子

力発電所の 1 号機から 4 号機においては、非常

用電源および最終ヒートシンクが長期間喪失

し、炉心および格納容器の損傷にいたる重大な

事故が発生した。関西電力では、当該事故の教

訓反映として東日本大震災直後から可搬型の

電源車 /注水ポンプ /通信機器等を構内に配備し、

訓練により実効性を確認するなどの緊急安全

対策を講じるとともに、原子力規制委員会にお

ける新規制基準制定に向けた議論内容や規制

基準も踏まえ、更なる安全性向上対策に取り組

んでいる。  

ここでは、関西電力の安全対策強化の取り組

みについて紹介する。  

 

 

２．福島第一原子力発電所の事故から得

られた知見、及び緊急安全対策 

 

2.1 地震、津波による影響 

東京電力福島第一原子力発電所の事故から

得られる教訓については、IAEA や政府や国会

による事故調査報告書から民間レポートに至

るまで、さまざまな報告がなされているが、当

社としては、地震/津波の影響としては、次項の

ように認識している。  

 

 

2.1.1 地震による影響 

運転中プラントの原子炉は全て正常に自動

停止しており原子炉保護系への影響は無かっ

た。 

非常用ディーゼル発電機は全て正常に自動

起動しており所内非常用電源系への影響は無

かった。  

地すべりにより送電鉄塔が倒壊するなどし

て外部電源が喪失した。  

原子炉の冷却に必要な機器は正常に作動し

ており影響は無かった。  

 

2.1.2 津波による影響 

非常用ディーゼル発電機、配電盤、バッテリ

ー等が被水し、所内非常用電源系が長期間にわ

たり重大な影響を受けた。  

海水ポンプが損傷し、原子冷却機能の喪失、

すなわち最終ヒートシンクの喪失に至った。  

 

2.2 緊急安全対策について 

地震/津波から全交流電源喪失、最終ヒートシ

ンク喪失、重要機器の被水を防止するために、

関西電力では、自主的な取組みを含む緊急安全

対策として、代替電源/水源の確保および建屋へ

の浸水対策として代替設備の導入、及び設備改

良を実施するとともに、体制の確立、マニュア

ル整備、訓練といったソフト対策も次項のとお

り実施してきた。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 緊急安全対策の概要  

 

2.2.1 代替電源の確保 

地震／津波等により万一、外部電源および非

常用ディーゼル発電機が影響を受けたとして

も、中央制御室他の安全上重要な機器へ確実に

電力を供給できるように、電源車、及び大容量

の空冷式非常用発電装置（1825kVA×2 台/ユニ

ット）を高台に配備するともに、夜間を含めた

訓練を実施することにより、体制、マニュアル

等の実効性を確認している。(Fig.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 電源ケーブル接続訓練の例 

 

2.2.2 水源の確保 

地震/津波等により万一、海水ポンプが影響を

受けたとしても、燃料からの熱を除去し、炉心

の冷却を確実とするための設備として、消防ポ

ンプ、エンジン駆動ポンプ、及び大容量ポンプ

を配備するとともに、長距離にわたるホースを

確実に敷設し、代替注水の実効性を確認するた

めの訓練等を実施している。（Fig.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 消防ホース接続訓練の例 

 

2.2.3 浸水対策 

津波による被水影響を防止するために、バッ

テリー室、配電盤室、補助給水ポンプ室等の扉

や配管等の貫通部に防水シールを施工した。な

お、想定する津波高さについては、十分な余裕

を考慮しており、例えば、大飯発電所の場合、

基準津波高さは 2.85mに対して 11.4mを施工範

囲としている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 シール施工等による浸水対策 

（大飯 3/4 号機の例） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

なお、関西電力は、これらの対策を含めた安

全性に関する総合評価として、平成 23 年 10 月

28 日以降、「東京電力株式会社福島第一原子力

発電所における事故を踏まえた大飯発電所 3号

機の安全性に関する総合評価（一次評価）の結

果について（報告）」等を順次、プラント毎に

旧原子力安全・保安院に提出した。  

その後、原子力安全・保安院により、「関西

電力（株）大飯発電所 3 号機及び 4 号機の安全

性に関する総合評価（一次評価）に関する審査

書（平成 24 年 2 月 13 日）」において、関西電

力の実施した評価の適切性 /妥当性が確認され

るとともに、緊急安全対策等による裕度向上等

が評価された。  

 

 

３．原子力規制委員会の新規制基準への

適合性確認、及び更なる信頼性向上

対策 

 

3.1 新規制基準への対応 

平成 25 年 4 月 10 日に行われた原子力規制委

員会の第 2 回会合において、新規制基準案とし

て、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律に適用される「実用発電用原子炉

の設置、運転等に関する規則、及びその解釈と

運用」の他、「実用発電用原子炉及びその附属

設備の位置、構造及び設備の基準を定める規則

（仮称）、及びその解釈」、「実用発電用原子

炉及びその附属施設に関する技術基準を定め

る規則、及びその解釈」の他、様々な審査ガイ

ド案等が示された。  

その後、関西電力としても、適切な基準とな

るように、公開の評価会合の場やパブリックコ

メント、ヒアリング等を通じて事業者の立場か

ら意見具申してきた。その結果、平成 25 年 6

月 19 日に行われた原子力規制委員会の第 11 回

会合において、これらの新規制基準が示された。

なお、原子力規制委員会が自負されているとお

り、新規制基準は欧米各国との対比においても

厳しい要求となっている。  

しかしながら、関西電力としては、新規制基

準案の段階から、自主的な信頼性向上策ととも

に、それらの基準に確実に適合できるように、

常設の代替設備だけではなく、それとの独立性

を有した可搬の代替設備を配備するなど、地

震・津波だけでなく、その他の自然現象や航空

機衝突等にも十分対処できるように信頼性向

上を図っている。  

 

3.2 可搬型の代替設備による対処方法（電

源設備の例） 

可搬型の代替設備は、何らかの理由で、設計

基準事故対処設備である安全上重要な設備、及

び常設代替設備の両方が機能しない場合のバ

ックアップとして活用することを基本として

おり、米国の B.5.b や FLEX 戦略に相当するも

のである。 

このため、可搬型の代替設備が設計基準対処

設備や常設の代替設備と共通の要因で機能喪

失しないように、配備場所の位置的分散等を図

っている。例えば、可搬型代替電源や可搬型注

水ポンプについては、大型航空機の衝突時にも

給電、注水が可能なように、原子炉建屋から

100m 以上離隔した場所に配備している。

（Fig.5） 

このように原子炉建屋から離隔して配備す

る場合、有事の際は、アクセスルートを重機で

整備しながら原子炉建屋近傍に設置したケー

ブル接続盤やホース接続口に電源車等の可搬

型設備を移動させて接続することになるので、

中央制御室から操作可能な常設代替電源等に

比べると、体制、手順、及び訓練といったソフ

ト面（マネジメント面）も重要になる。このた

め、追加する可搬型の代替設備については、ハ

ードの配備と平行して訓練を行い、実効的な手

順となるように改良を重ねた上で制定してい

る。 

なお、可搬型の代替設備は航空機衝突等の幅

広い事象に対してフレキシブルに対処可能で

あるが、接続までの時間が必須であり迅速性の

面では常設代替設備に劣るという特徴がある。

このため、それぞれの特徴であるフレキシブル

性と迅速性を踏まえ、適切な設備の選定、改良、

及び手順の作成を実施している。例えば、可搬

型の代替電源としての電源車については、アク

セスルートの移動（機動性）の観点から、大型

電源は不向きであり、小型電源車（500～610kVA

×6 台/2 ユニット）を追加手配しており、常設



 

 

 

 

 

の代替電源（空冷式非常用発電装置：1825kVA

×2 台/ユニット）については、迅速性をさらに

向上させるため、中央制御室から遠隔機動可能

なように改良している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 代替電源の配備場所（大飯 3/4 号機の例） 

 

3.3 常設の代替設備による対処方法 

常設の代替設備は、設計基準事故対処設備で

ある安全上重要な設備が何らかの理由により

機能喪失した場合でも、重大事故に対処するた

めの設備であり、発電用原子炉施設と接続され

ているか、短時間で接続する設備と新規制基準

案において定義されている。また、その重大事

故クラスは、重大事故クラス 2機器と定義され、

可搬型の重大事故クラス 3 機器に比べ、材料や

構造強度に関する要求が厳しいものとなって

いる。  

このため、基本的には既設の工学的安全施設

に相当する信頼性を有した設計としており、そ

の内容は、原子力規制委員会による大飯 3/4 号

機の適合性評価の中で、耐震性性能や強度計算

等を含め、詳細に審査していただいている。 

また、常設の代替電源設備として位置づけて

いる空冷式非常用発電装置については、重大事

故発生時に迅速、かつヒューマンエラー等を起

こすことなく確実に機能できるように、中央制

御室の運転員がスイッチ一つで容易に起動で

きるように、規制要求はないものの自主的に改

良工事を実施している。 

なお、当該改良工事により全交流電源喪失が

発生した場合においても実力的には 10 分程度

で再充電可能となり、欧米各国で一般的な再充

電までの時間（１時間）よりも、はるかに早い

代替電源の供給が可能であり、運転監視操作の

余裕を拡大することができている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 空冷式非常用発電装置の改良 

 

 

４．おわりに 

更なる安全性向上対策として、今後とも継続

実施する計画であり、例えば、緊急時制御室を

含む特定安全施設についても、検討を進めてい

るところである。  

また、当社は、今後とも原子力規制委員会や

その検討チームによる要求事項に対しても積

極的に対応するとともに、規制要求にとどまる

ことなく世界最高水準の安全性を目指し国内

外の最新の技術情報の収集、分析に努め、自主

的かつ継続的に原子力発電所のより一層の安

全性、信頼性の向上に努めていく所存である。 
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